
相談したい内容がありましたら、お気軽に下記の機関にお問い合わせください。
次ページに相談窓口の一覧表があります。

・ 身体障害者手帳の交付を受けたいとき

・ 障害者支援施設等への入所や通所について相談したいとき

・ 自立支援医療（更生医療）の公費負担を受けたいとき

・ 特別障害者手当、障害児福祉手当を受けたいとき

・ 補装具や日常生活用具の給付を受けたいとき

・ 障害者のためのホームヘルパー、ガイドヘルパーの派遣を受けたいとき

・ 身体障害者相談員、知的障害者相談員に相談したいとき

・ 知的障害児者の日常生活、進路について相談したいとき

・ 療育手帳の交付を受けたいとき

・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたいとき

・ 自立支援医療（精神通院）の公費負担を受けたいとき

・ 通院中の精神障害者の社会適応訓練について相談したいとき

・ 身体障害者に係る補装具の相談をしたいとき

（※予約制になっていますので、市福祉事務所又は町村役場を通じてお申し込みください。）

・ 療育手帳について相談したいとき

・ 知的障害者の医学的、心理学的、社会学的判定に基づく指導等を受けたいとき

（※予約制になっていますので、市福祉事務所又は町村役場を通じてお申し込みください。）

・ 障害児の福祉について相談したいとき

・

・ こころの健康やアルコール関連問題について専門的な相談をしたいとき

・ ひきこもりについて相談したいとき

・

・ 発達障害児・者の方の支援について相談したいとき

・ 発達障害を含む教育相談及び就学等について相談したいとき

・ 高次脳機能障害に関する相談について

・ 障害がある方の仕事について相談したいとき

・ 財産管理や権利侵害、施設や職場、日常生活上の問題などについて相談したいとき

・ 障害を理由とした不利益な取扱いや、合理的配慮などに関する相談について

・ 医療的ケア児等についてどこに相談したらよいかわからないとき

・ ヤングケアラー問題についてどこに相談したらよいかわからないとき

・ その他障害児・者の方々の様々な生活相談について

(68頁参照)

（宇治児童相談所京田辺支所）

（福知山児童相談所）

内　　　　　容 窓　　　口

家庭支援総合センター

北部家庭支援センター

市福祉事務所
町村役場

(68頁参照)

家庭支援総合センター
障害グループ

（旧 身体障害者更生相談所）
TEL 075-531-9608

家庭支援総合センター
障害グループ

（旧 知的障害者更生相談所）
TEL 075-531-9608

医学的、心理学的、教育学的、社会学的判定に基づく指導や助言を受けたいとき、18歳未満
で施設入所などの相談がしたいとき

南部家庭支援センター

（宇治児童相談所）

(71頁参照)

こころの相談電話
TEL 075-645-5155

ひきこもりの相談電話
（家庭支援総合センター）

TEL 075-531-5255

保健所 (68頁参照)
精神保健福祉総合センター

TEL 075-641-1810

府障害者支援課内

E-mail：kyousei-soudan@pref.kyoto.lg.jp

京都ジョブパーク｢はあとふるコーナー｣

各障害児・者団体 (88頁以降参照)

障害者就業・生活支援センター

各公共職業安定所 (69頁参照)

京都障害者職業相談室等

京都府医療的ケア児等
支援センター

TEL 075-414-5120

京都府ヤングケアラー
総合支援センター

TEL 075-662-2840

児童・思春期、薬物依存症、若年性認知症、重症うつなどの専門的な精神医療に関する相談
をしたいとき

京都府こころのケアセンター
TEL 0774-32-5885

(88頁参照)

京都府障害者相談センター
TEL 075-702-1190

広域専門相談員
TEL　075-414-4609

FAX　075-414-4597(課と共通）

発達障害者支援センター

(92頁参照)

各府立特別支援学校

(87頁参照)
リハビリテーション支援センター

TEL 075-221-2611
北部リハビリテーション支援センター

TEL 0773-75-7556

各発達障害者圏域支援センター

地域支援センター

各発達障害児支援拠点

19. 相談したいときは
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